
因果関係③——判例で学ぶあてはめ

ゼロから司法試験 復習ノート　/　ゼロから刑法#15　/　動画: https://youtu.be/gtl3OkJ0QdI

第2章 構成要件 ⑨／動画の内容を見返し用

にまとめたものです（動画には含みませ

ん）。

14で学んだ「危険の現実化」を、有名判例で実際に当てはめる回

です。事案を読んで→どの類型か見抜き→評価語で当てはめるを

体得します。

危険の現実化・3類型（おさらい）　

〔論文〕

① 直接実現型：行為の危険が直接結果に実

現（介在事情の危険性を上回る）。

② 間接実現型：介在事情が行為に誘発され

た等、結びつきが強い。

③ 危険状況設定型：行為が設定した危険状

況が結果に結びつく。

否定：3類型のいずれにも当たらない。

📝  あてはめの型（2段階）

介在事情がある事案（特に直接実現型）は、

「危険性が高い→肯定」と要約せず、次の2段

階で認定するのが論文では現実的です。

1. 第1段階＝元の危険の認定：実行行為に

「結果発生に十分な因果力のある危険」が

存在し、それが結果発生時まで継続してい

たことを認定する。

2. 第2段階＝介在事情の評価（否定方向の2要

素を潰す）：介在事情が - ① 新たな死の原

因を作ったか（別ルートで結果を引き起こ

したか）、 - ② 元の危険な状態を変質さ

せ、別の危険として結果に至らせたか、 を

検討し、いずれも否定であれば、元の危険

がそのまま結果に現実化した＝直接実現型

として因果関係を肯定する。

あてはめ文例（大阪南港型）：「甲の暴行は

乙の死因となる傷害を形成し、結果発生に

十分な因果力のある危険が死亡時まで継続

していた（第1段階）。介在した第三者の暴

行は、新たな死の原因を作ったものではな

く、また元の危険を変質させて別の危険と

して結果に至らせたものでもなく、死期を

いくらか早めたにすぎない（第2段階）。よ

って元の危険がそのまま現実化したとい

え、因果関係は肯定される。」

治療拒否型（最決平16・2・17）も同じ

型：被害者の治療拒否は元の傷害の危険を

減少させなかっただけで、新たな死因も危

険の変質も生じさせていない→肯定。 ⇔

否定例（米兵ひき逃げ・後掲）は、第2段

階で「異常な介在行為が最初の行為とは別

の死の原因になった（①に当たる）」ため

因果関係が否定される。

① 直接実現型｜大阪南港事件（最決

平2・11・20・肯定）

事案：甲の暴行で乙に死因となる傷害が形成

され放置→第三者がさらに暴行し死期が早ま

って死亡。



図：大阪南港事件の流れ（板書）。直接実現型として因果関係を肯定。

あてはめ：甲の暴行は乙の死因を直接形成し

ており危険性が高い。第三者の暴行は死期を

早めたにすぎず、危険を変質・増幅させてい

ない。よって甲の行為の危険が直接結果に現

実化したといえ、因果関係は肯定（直接実現

型）。 → 治療を拒んで悪化した事案（最決平

16・2・17）も、介在事情が「危険を減少さ

せなかっただけ」で直接実現型として肯定。

② 間接実現型｜高速道路侵入事件

（最決平15・7・16・肯定）

事案：甲らが深夜、長時間にわたり執拗に暴

行→被害者が隙を見て逃走し、高速道路に侵

入して走行車に轢かれ死亡。

図：高速道路侵入事件の流れ（板書）。誘発による間接実現型として因果関係を肯定。



あてはめ：高速道路への侵入はそれ自体極め

て危険で一見異常にもみえる。しかし被害者

は激しく執拗な暴行を受け極度の恐怖から必

死の逃走過程でとっさに選択した行動であ

り、暴行から逃れる方法として著しく不自

然・不相当であったとはいえず、甲らの暴行

に誘発されたものと評価できる。よって甲ら

の暴行の危険が結果に現実化したといえ、因

果関係は肯定（間接実現型）。

【そのまま覚える・誘発の決め台詞】（最

決平15・7・16） 「被害者の行動は，被告

人らの暴行から逃れる方法として，著しく

不自然，不相当であったとはいえず，被告

人らの実行行為によって誘発されたものと

評価できる。」 → 間接実現型は、この「誘

発された」を認定できるかが勝負。一見異

常な介在行動でも、この一文で因果関係を

肯定できる。

③ 危険状況設定型｜トランク監禁致

死事件（最決平18・3・27・肯定）

事案：被害者を自動車後部トランクに監禁し

路上で停車中、後続車が前方不注意で追突し

被害者が死亡。

図：トランク監禁致死事件の流れ（板書）。設定した危険状況が現実化した危険状況設定型として因果関係を肯定。

あてはめ：トランクは人を防護する機能がな

く、軽微な追突でも死亡する危険が高い。路

上停車中に追突されることは十分あり得る。

甲はこの危険な状況を創出しており、第三者

の重い過失が介在しても、設定した危険が結

果に現実化したといえる。よって因果関係は

肯定（危険状況設定型）。

否定｜米兵ひき逃げ事件（最決昭

42・10・24・否定／①②③をすべ

て否定）

事案：車で衝突させ被害者を屋根に乗せ走行

中、同乗者が引きずり降ろして死亡。死因が

衝突時か転落時か確定できなかった。



図：米兵ひき逃げ事件の流れ（板書）。同乗者の引きずり降ろしが別個独立の犯罪行為で、①②③のいずれにも当た

らず因果関係を否定（最高裁唯一の否定例）。

あてはめ（①②③をすべて否定するのが論文

の型）： - ①直接実現型か：はねた行為が死因

となった傷害を形成したと認定できない（死

因不明）→ ①にあたらない。 - ②間接実現型

か：死因を作った可能性のある同乗者の引き

ずり降ろしは、故意ある別個独立の犯罪行為

であり、被告人の行為にこれを誘発する危険

が備わっていたとは評価できない→ ②にあた

らない。 - ③危険状況設定型か：同乗者の独

立の行為であり、被告人が設定した危険状況

の現実化ともいえない→ ③にあたらない。 -

→ ①②③のいずれにも当たらないため因果関

係は否定（最高裁で因果関係を否定した唯一

の事件。業務上過失傷害罪にとどまる）。

あてはめで使える評価フレーズ

危険性：「〜は死因を直接形成しており、

危険性が高い」

異常性：「〜は経験則上通常予想しうる／

予想できず異常性が高い」

寄与度：「〜は死期を早めたにすぎず、結果

への寄与度は小さい」

誘発：「〜は行為者の暴行に誘発された行

動であり、著しく不自然・不相当であった

とはいえない」

否定の締め：「死因がいずれの行為により

生じたか確定できない以上、行為の危険が

結果に現実化したとはいえない」

短答ひっかけ

米兵ひき逃げ（最決昭42・10・24）は最

高裁が因果関係を否定した事件（業務上過

失傷害罪にとどまる）。①②③をすべて否

定するのが論文の型。

大阪南港（最決平2・11・20）・高速道路

侵入（最決平15・7・16）・トランク監禁

致死（最決平18・3・27）・治療拒否（最

決平16・2・17）はいずれも決定（判決で

はない）。

介在事情があっても因果は切れるとは限ら

ない（誘発されたか／異常かで結論が変わ

る）。

高速道路侵入の決め台詞＝「著しく不自

然，不相当であったとはいえず…誘発され

た」（逐語）。



今日の地図（保存版）

危険の現実化を3類型で当てはめる（①直

接実現／②間接実現〔誘発〕／③危険状況

設定／＋否定）

あてはめ＝第1段（元の危険の認定・継続）

→第2段（介在事情が新たな死因／危険の

変質を生んだか否か）

肯定例＝大阪南港（平2・11・20）・高速

道路侵入（平15・7・16）・トランク（平

18・3・27）・治療拒否（平16・2・17）

否定例＝米兵ひき逃げ（昭42・10・24）

＝最高裁唯一の否定例

評価語＝危険性／異常性／寄与度／誘発／

否定の締め

次回は第2章⑩「構成要件的故意——『わ

ざと』とは」。客観的要素を終え、主観的

要素の柱＝故意に入ります。


